
○料金の記載のないものは無料　○市内の市外局番は…059
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

広報 つ！　令和３年４月１日号18

資産税課
　229－3131　　229－3331

令和３年度の土地の
固定資産・都市計画税額

危機管理課
　229－3281　　223－6247

全国瞬時警報システム（J－ALERT）
の情報伝達試験を行います

地域包括ケア推進室
　229－3294　　229－3334

地域包括支援センターを
ご利用ください

介護保険課
　229－3149　　229－3334

納入通知書（介護保険料仮徴
収額決定通知書）を送付 市民交流課

　229－3102　　227－8070

津市国際交流推進基金
補助事業

市民税課
　229－3130　　229－3331

事業所の皆さんへ
給与支払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届出書の提出を

お知らせ

地域包括支援
センター名 担当地域 問い

合わせ

津中央

津中部中

津中部北

津中部東

津中部西

津中部南

津北部東

津北部西

津久居

津一志

津市

　271－
6535
　213－
3181

　213－
8115
　237－
2018

　238－
6511

　245－
6666

　267－
1125

　254－
4165

　262－
7295

　229－
3294

津地域（安東・櫛形・
一身田・津西）

津地域（敬和・養正・
新町）

津地域（北立誠・南
立誠・白塚・栗真）

津地域（修成・育生・
藤水・南が丘）
津地域（神戸・片田）、
美里地域

津地域（高茶屋・雲
出）、香良洲地域

河芸地域

津地域（大里・高野
尾・豊が丘）、芸濃
地域、安濃地域

久居地域

一志地域、白山地域、
美杉地域

津市全域

　253－
5225

　令和３年度は、土地や家屋の価
格を見直す評価替えの年度です
が、新型コロナウイルス感染症に
より社会環境が大きく変化したこ
とを踏まえ、令和３年度に限り、
地価の上昇などの影響を受けて土
地の税額が増額となる場合は、固
定資産・都市計画税額が据え置か
れることになります。ただし、農
地を宅地に地目変更するなど評価
の内容に変更があった場合や、居
宅を取り壊して更地にした場合な
どは、前年度の税額よりも増額と
なる場合があります。

　給与支払報告書を提出した人や、
現在給与から市・県民税を特別徴
収している人が、４月１日現在退
職や転勤などにより給与の支払い
を受けなくなった場合は、４月15
日(木)までに「給与支払報告・特
別徴収に係る給与所得者異動届出
書」の提出が必要です。
　提出がないと、納入された金額
と津市の台帳の金額が一致しない
だけでなく、従業員への納税通知
書が発行されなくなりますので、
必ず期日までに提出してくださ
い。届出書は津市ホームページか
らもダウンロードできます。

　65歳以上の人(介護保険第１号
被保険者)のうち、令和３年４月
または６月に介護保険料の徴収方
法が普通徴収(納付書または口座

振替による納付)から特別徴収(年
金からの天引き)に切り替わる人
には、４月１日に令和３年度納入
通知書(介護保険料仮徴収額決定
通知書)を発送します。　※令和
２年度の介護保険料を特別徴収で
納付していただいている人には送
付されません。
仮徴収とは
　市民税の課税状況や前年の合計
所得金額等に基づき介護保険料の
金額が決定するまでの間(８月納
期まで)に、暫定的な介護保険料
で徴収することです。暫定的な介
護保険料は、原則、前年度中に適
用された所得段階別の保険料額を
基準として算出した額になりま
す。ただし、仮徴収が発生するの
は特別徴収の人のみです。
　なお、令和３年度介護保険料額
(年額)については７月中旬に別途
通知します。

　全国瞬時警報システム(J-ALERT)
による情報伝達試験を毎月第４水
曜日の12時45分に実施します。た
だし、５月、10月、２月は、国が
行う全国一斉試験に合わせて実施
します。詳しくは津市ホームペー
ジでお知らせします。試験時は、
市内各所に設置されている防災行
政無線のスピーカーから試験用の
放送が一斉に流れます。また、津
市防災情報メールに登録している
人には試験メールが配信されます。

　市民の皆さんが主体となって実
施し、国際感覚の育成に寄与する
と認められる事業に対して助成を
行います。
対　象　令和３年度中に実施・完

了する津市民を対象に広く行わ
れる国際的な交流活動、ボラン
ティア活動など　※詳しくはお
問い合わせください。
申し込み資格　市内で組織的・継
続的に国際交流活動を行ってい
る団体
申し込み　市民交流課にある申請
書に必要書類を添えて、直接窓
口へ　※申請書などは津市ホー
ムページからもダウンロード可
締め切り　４月20日(火)必着

　高齢者が住み慣れた地域で安心
して生活が継続できるよう、総合
相談の拠点として地域包括支援セ
ンターを設置しています。保健師
や社会福祉士、主任ケアマネ
ジャーなどの専門職による相談の
ほか、介護予防ケアプランの作成
や権利擁護、高齢者虐待防止など
の業務を行っています。

津市 地域包括支援センター│


